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総
務
課
長

地域での協同作業

正
確
な
調
査
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
。
転
入
時
に
行
政
区
を

公
共
事
業
の
減
少
の
中
で
、

あ
る
程
度
の
職
員
が
必
要
で

４
月
１
日
か
ら
総
務
課
内
に

設
置
し
、
復
興
事
業
を
各
課

災
害
復
旧
関
連
の
業
務
量
が

著
し
く
増
大
し
て
お
り
、
住

融
雪
期
を
向
え
農
地
等
の
被

害
を
予
測
し
、
県
や
下
水
道

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
迅
速
な
対

応
の
結
果
で
す
。

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧

事
業
費
を
含
め
る
と
約

予
算
査
定
で
は
、
多
く
の
事

業
の
見
直
し
や
特
定
財
源
の

大
規
模
縮
小
事
業
で
は
村
道

改
良
国
庫
補
助
事
業
や
、
地

継
続
事
業
で
あ
る
「
白
馬
村

観
光
地
経
営
計
画
」
策
定
委

今
年
予
定
の
見
直
し
事
業
は

震
災
復
旧
を
優
先
す
る
た
め

震
災
対
策
室
の
業
務
範
囲
と
人
員
配
置
は

総
務
課
に
設
置
、横
断
的
調
整
で
復
興
管
理

【
震
災
復
興
に
係
わ
る
対
応

策
に
つ
い
て
】

【
新
年
度
の
予
算
概
要
と
観

光
施
策
等
に
つ
い
て
】

区
未
加
入
者
の
把
握
と
行
政

指
導
は
。

大
規
模
縮
小
や
次
年
度
へ
の

先
送
り
事
業
は
。

歳
入
、歳
出
の
か
い
り
額
は
。

事
業
の
優
先
順
位
と
そ
の
基

準
は
。

庁
内
の
職
員
体
制
は
。

復
旧
で
の
技
術
系
職
員
の
不

足
は
。

今
後
、
技
術
系
職
員
の
確
保

は
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
消
防

団
等
の
成
果
が
、
犠
牲
者
ゼ

震
災
復
興
対
策
室
の
設
置
に

伴
う
業
務
範
囲
と
人
員
配
置

先
送
り
事
業
や
村
有
施
設
の

維
持
・
修
繕
等
の
計
画
的
な

主
要
観
光
施
策
と
観
光
局
改

革
構
想
は
。

紹
介
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し

て
い
ま
す
。
震
災
で
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
重
要
性
が
見
直
さ
れ
、
こ
の

機
会
を
逃
が
す
こ
と
な
く
、
加
入
促

進
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

あ
り
、計
画
的
な
採
用
を
考
え
ま
す
。

横
断
的
な
調
整
や
復
興
管
理
を
行

い
、
従
前
同
様
な
生
活
再
建
支
援
に

努
め
ま
す
。
ま
た
４
月
の
人
事
異
動

に
合
わ
せ
人
員
配
置
を
検
討
し
て
い

ま
す
。

民
課
、
建
設
課
、
農
政
課
、
上
下
水

道
課
に
つ
き
ま
し
て
は
、
十
分
な
マ

ン
パ
ワ
ー
を
投
入
で
き
る
よ
う
に
関

係
機
関
に
働
き
か
け
て
い
ま
す
。

公
社
等
に
お
願
い
し
た
結
果
、
県
か

ら
４
月
１
日
よ
り
１
名
の
派
遣
が
確

保
で
き
ま
し
た
。

８
億
６
０
０
０
万
円
が
歳
入
不
足
と

な
り
ま
し
た
。

確
保
に
努
め
、
緊
急
性
の
低
い
事
業

を
先
送
り
し
ま
し
た
。
優
先
順
位
の

基
準
で
は
、
歳
入
、
歳
出
の
バ
ラ
ン

ス
と
マ
ン
パ
ワ
ー
の
需
要
供
給
と

言
っ
た
例
年
と
違
っ
た
観
点
か
ら
査

定
事
務
を
進
め
、
人
的
対
応
を
含
め

災
害
復
旧
事
業
に
振
り
替
え
る
予
算

編
成
と
な
り
ま
し
た
。

籍
調
査
事
業
で
、
震
災
に
よ
る
基
準

点
が
ず
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
再
調

査
の
み
と
し
ま
し
た
。
先
送
り
事
業

の
主
な
も
の
は
、
庁
舎
等
耐
震
改
修

工
事
、
道
路
改
良
起
債
事
業
、
公
有

財
産
管
理
台
帳
整
備
、
安
曇
総
合
病

院
改
築
負
担
金
や
防
災
計
画
な
ど
で

す
。

員
会
及
び
ワ
ー
キ
ン
グ
で
協
議
を
重

ね
９
月
を
目
途
に
骨
子
案
を
ま
と
め

ロ
の
背
景
で
は
。

は
。

実
施
は
。

太田修議員

る
予
定
で
す
。
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
整

備
、
山
小
屋
の
環
境
型
ト
イ
レ
改
修

設
計
、「
北
ア
ル
プ
ス
３
市
村
ブ
ラ

ン
ド
戦
略
」な
ど
が
主
な
も
の
で
す
。

ま
た
観
光
局
は
社
員
の
加
入
率
が
低

い
こ
と
や
組
織
の
目
標
、
取
り
組
む

べ
き
事
業
、
財
源
確
保
の
観
点
及
び

村
長
が
代
表
理
事
を
兼
ね
る
こ
と
な

ど
に
つ
い
て
検
討
委
員
会
で
協
議
を

進
め
て
い
ま
す
。

次
年
度
に
延
期
し
ま
す
。
予
算
査
定

時
の
先
送
り
事
業
や
公
共
事
業
の
策

定
等
を
３
年
毎
に
見
直
し
を
行
い
ま

す
。
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